
公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　事業の概要 特別会計名：水俣市水道事業会計

注１　事業を実施する団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合

　　は、「団体名」欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄には、当該事業に従事する全職員数を記載すること。

２　財政指標等

財政力指数※

実質公債費比率※ （％）

経常収支比率※   （％）

注　平成17年度（又は平成18年度）の公営企業決算状況調査、地方財政状況調査等の報告数値を記入すること。

　なお、財政力指数、実質公債費比率及び経常収支比率は、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を

　記載し、当該事業が一部事務組合等により経営されている場合は、その構成団体の各数値を加重平均したも

　のを記載すること。（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力1.0

　以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること。）

３　合併市町村等における公営企業の統合等の内容

注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　ものに限る。）をいう。

４　公営企業経営健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

17.7(H18)0

基 本 方 針

区　　分

水俣市水道事業経営方針
「みなまた・水・品質向上計画」が求める果実は、「水」と「サービス」の品質向
上。そして、それを、実らせるために必要な土壌が「人」の資質向上。水俣市水道事
業は、この３つの品質向上を図ることを経営方針とします。
「水」の品質向上：より清浄な、安全な、豊富なおいしい水を、より安定的に供給す
ること。
「サービス」の品質向上：より質の高い、より豊富な種類のサービスを、より安価な
価格で提供すること。
「人」の資質向上：「水」と「サービス」の向上を可能にする、スリムでしなやかな
組織を構築し、より専門性の高い企業職員を育成すること。

公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

平成19年度から平成23年度まで

水俣市水道事業経営基本方針及び中長期計画(第1次計画期間:平成14年度から平成18年
度まで、第2次前期財政計画期間：平成19年度から平成23年度まで)

ホームページ上で公表するとともに、平成19年12月議会において水俣市議会（産業建
設委員会）に説明予定

0

計 画 期 間

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村における公営企業の統合等の内容
　□　旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容
　☑　該当なし

　３　□にレを付けた上で内容を記載すること。

内　　　容

計 画 名

職員数※  (H19. 4. 1現在)

末端給水事業、簡易水道事業（上水道事業）

☑適　用　 □非適用

公営企業債現在高（百万円）

15名

事　　業　　名

事業開始年月日 昭和12年4月1日 地方公営企業法の適用・非適用

公 表 の 方 法 等

水俣市長　宮本　勝彬

利益剰余金又は積立金（百万円）

48円/㎥(H17) 1,198

324

資金不足比率    （％）

98(H17)

0.4(H18)

0

水俣市

既 存 計 画 と の 関 係

団　　体　　名※

構成団体名

累積欠損金   （百万円）

不良債務     （百万円）

資本費

計 画 策 定 責 任 者



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

49公営企業金融公庫資金 49

旧簡易生命保険資金

繰上償還希望額

93

17 17

繰上償還希望額

旧 資 金 運 用 部 資 金
93繰上償還希望額

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

0

0

0

0

372,043

合　　計

87,987

62,165

合　　　計　　　　 (B) 0 0 0

公営企業で負担するもの (A)-(B) 9,093 4,782 48,290

公営企業で負担するもの (A)-(B) 0 0 0

合　　　計　　　　 (B) 0 0 0

0 0 0

公営企業で負担するもの (A)-(B) 87,987 191,257 92,799

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高)

合　　計

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

公
営
企
業
債

合　　　計　　　　 (B)

水道事業

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

87,987

191,257

191,257 92,799

372,043

372,043

92,799

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高)

合　　計

0 0 0 0

62,1659,093 4,782 48,290

9,093 4,782 48,290 62,165

事業債名

合　　　計　　　　 (A)

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(
再
掲
)

公
営
企
業
債

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

水道事業
公
営
企
業
債

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(
再
掲
)

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(
再
掲
)



Ⅱ　財務状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ①定員管理の合理化（労働生産性の向上）

　水俣市水道事業は、上水道事業と簡易水道事業を一つの会計で運営してお
り、総務省が作成・公表している『水道事業経営指標』の分類区分において
「給水人口1.5万人以上3万人未満、その他(地下水、伏流水等）を主な水源と
する有収水量密度全国平均以上の事業(D6)」に分類されます(平成18年度末の
給水戸数10,655戸、給水人口24,747人、有収水量3,321,745ｍ3、有収率
86.1％)。
　高い有収水量密度と恵まれた水源等の比較的良好な経営基盤に立つ一方、過
疎化、少子高齢化の進展等に伴い、給水収益は近年非常な勢いで減少してお
り、前期中長期計画の5年間(H14～H18)で10.6％減少しています。現在は、本
市の料金回収率(H18 110.9％)は、類似団体平均（H17 100.0％)を上回ってお
り、給水に係る費用を水道料金による収入で賄えている状況にあります。しか
しながら、今般、給水収益の減少率は鋭角化してきており(H18年度の対前年度
減少率2.4％）、今後は、非常に厳しい経営環境となることが予想されていま
す。
　本市の給水普及状況は、対行政区域内人口で85.0％で、類似団体平均(H17
82.4％)を上回っており、全国的にみてもとりわけ低い水準にはありません。
しかしながら、過疎化・少子高齢化の進展に伴い、今後、水道事業の未給水区
域における非公営簡易水道等の経営が困難になっていくことが予想され、水俣
市への経営譲渡要求が高まってくる可能性があります。現在維持管理期にある
ため、建設改良費が経営を圧迫する状況にはありませんが、今後は、簡易水道
等の統合を目的とする拡張工事を検討・実施していく必要に迫られており、施
設の耐震化、老朽施設の更新事業等と併せて、大規模な施設整備を実施してい
くべき時を迎えています。
　本市は、以前、自己資本構成比率がかなり低いレベル(H13 42.2％）にあり
ましたが、経営の安全性を高めるために、新規の起債を凍結する一方、積極的
な利益処分を推し進めてきた結果、類似団体平均(H17 57.0％)に並ぶ水準にま
で向上（H18 58.0％)しています。しかしながら、起債凍結の結果、バブル期
と重なった石綿管更新事業等に係る企業債が起債残高の大部分を占めることと
なり、本市の利子負担率(H18 5.1％)は、類似団体平均(H17 3.4％)を大きく上
回っています。

経 営 課 題

内　　　　容

　本市が抱える最重要課題の一つとして労働生産性の低さが挙げられます。本
市の職員1人当たりの給水人口(H18 1,767人)及び職員1人当たりの給水収益
(H18 32,743千円)は、類似団体平均(H17 2,708人、46,089千円)を大きく下
回っています。本市の平均給与は他団体と比べて決して高い水準にはなく、職
員給与費が割高である理由の一つとして、退職給与金の存在があります。本市
では、以前は、退職手当支給額等の全額を費用支弁し、当年度勤務費用を超え
る額が費用計上されてしまっていたため、平成17年度に退職給与引当金に係る
引当基準を設定し、期間費用の適正計上を図る改善を行いました。しかしなが
ら、退職給与金を除外して算定してもなお、本市の職員給与費は高い水準にあ
り、その主要因は、職員数が多いことにあります。
　第1次中長期計画において、経営合理化と機構改革を推し進める中、平成14
年度に2名、平成19年度に1名の職員数純減を達成し、現在は15名の体制で事業
を運営しておりまが、他団体との比較においては、なおも職員数が多い状況に
あります(有収水量1万ｍ3当たり職員数 H18本市15人、H17類似団体平均10人、
同規模団体平均12人)。本市の事業規模で完全独立採算を維持するとすれば、
スケールメリットが働かないため、どうしても相対的に多い職員数を確保せざ
るを得ず、また、大都市から遠方に位置し、市内及び近郊に水道管理業務委託
者となり得る者がないため、水道法第24条の3第1項に基づく第三者委託の実施
についても困難な状況にあります。また、地理的要因等から、年間有収水量
330万トン規模に過ぎないにかかわらず、20もの配水池を管理していかなけれ
ばならない等、類似団体と横並びの職員数により事業を展開していくのは困難
な状況にありますが、さらに徹底した分析を行い、より効率的な事業運営をめ
ざして生産性の向上を図っていく必要があります。



課 題 ②サービス供給コストの節減合理化

課 題 ③料金体系の検討

課 題 ④未収金対策の強化

課 題 ⑤一般会計からの基準内繰入金の受入れ

留 意 事 項

注１　「財務上の特徴」欄は、事業環境や地域特性等を踏まえて記載すること。また、経営指標等につ
　　いて経年推移や類似団体との水準比較などを行い、各自工夫の上説明すること。

　２　「経営課題」欄は、料金水準の適正化、資産の有効活用、給与水準・定員管理の適正合理化、維
　　持管理費等サービス供給コストの節減合理化、資本投下の抑制、民間的経営手法等の導入等、団体
　　が認識する経営上の課題について、優先度の高いものから順に記載する。また、経営課題と認識す
　　る理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　３　「留意事項」欄は、「経営課題」で取り上げた項目の他に、経営に当たって補足すべき事項を記
　　載すること。
　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

　本市水道事業は、一般会計から基準外繰入金は収受していませんが、一方、
消火栓設置費及び維持管理費用以外の費用については、繰入基準額を計上して
も、これまで繰入金を受け入れてきませんでした。
　事業支弁費用とそれ以外の費用の区分を明確化し、適正な事業運営を図る意
味からも、繰出基準に基づく繰入金については受け入れるべきであると考え、
平成18年度から児童手当繰入金の受入れを開始したところです。今後も、基準
外繰入金の収受を行わない完全独立採算を維持しながら、繰出基準に基づく繰
入金についてはきちんと受け入れていく必要があるものです。

　本市の未収金回転率（H18年度17.9回－H17年度類似団体平均6.3回）は、毎
月検針･毎月調定を実施していること、停水処分等の債権保全策を適正に執行
していること等により比較的高い数値を示していますが、長引く地方経済の低
迷等の影響を受け、近年、自己破産申告、未収金を残しての非通知転出等によ
り、回収不能となる債権が増加しています。未収金問題が経営悪化の原因とな
ることはあってはならないことであり、また、公平・公正な事業運営を図るた
めにも、今後、さらに未収金対策を強化する必要があります。
　第1次中長期計画期間（H14～H18）においては、お客様がご利用しやすい料
金収納体制の構築を目指し、郵便局での窓口収納及びコンビニ収納を開始しま
した。今後は、クレジット決済制度の導入を検討していく予定です。
　また、懇切丁寧に納入相談に応じる一方、厳格に停水処分等の債権保全手段
を講じていくなど、お客様の生活状況を正確に見極めた債権保全策を実施し
て、回収不能債権の発生をできるかぎり防止するよう努めていく必要がありま
す。

　本市水道事業は、第1次中長期計画(H14～18)において、公用車の削減及び全
公用車の軽自動車への計画的変更、契約事務の市長部局への統合及び委託業
務、物品購入契約事務の適正化(随意契約から競争契約への見直し)、電力契約
見直し等による動力費等施設維持管理費の削減等、可能な限り供給コストの節
減合理化策を講じてきました。
　しかしながら、今後、過疎化・少子高齢化の進展等により、将来的な収益の
増加は見込めないものとみて、第2次中長期計画(H19～23)においても、引き続
きさらなる徹底的な経費削減策を講じていく必要があります。

　本市の料金回収率は、現段階では100％以上の水準を維持しており、また、
起債にたよらず、内部留保資金と利益剰余金の範囲内で建設改良事業を実施し
得ており、料金水準は適正なレベルにあります。しかしながら、本市は、上水
道と簡易水道とで異なる料金設定をしており、9㎥以上使用した場合は、簡易
水道が安価な設定となっていますが、平成18年度決算における料金回収率を上
水道と簡易水道に分解すると、上水道は111.1％（給水原価124.3円/㎥、供給
単価138.2円/㎥）であるのに対し、簡易水道は83.0％（給水原価138.3円/㎥、
供給単価114.7円/㎥）であり、簡易水道の赤字を上水道で補てんしている状態
となっています。今後、現行の上水道と簡易水道を区分した用途別料金体系が
現状に即して適正かどうかという点を含め、料金設定の検討を行っていく必要
があります。



Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）
（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． (A) 514 498 513 489 503 465 458 450 443 436

(1) 501 480 473 470 458 450 443 435 428 421

(2) (B)

(3) 13 18 40 19 45 15 15 15 15 15

２． 6 2 2 1 3 6 5 6 5 5

(1) 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

(2) 6 2 2 1 2 5 4 5 4 4

(C) 520 500 515 490 506 471 463 456 448 441

１． 360 338 327 319 353 317 320 320 321 329

(1) 183 158 153 124 153 120 120 123 125 127

72 62 63 61 60 57 59 60 61 62

57 49 42 16 47 18 16 17 17 17

54 47 48 47 46 45 45 46 47 48

(2) 86 84 86 75 73 73 72 73 72 72

26 25 24 23 22 21 21 20 20 20

25 24 24 16 19 20 20 20 20 20

1

34 35 38 36 32 32 31 33 32 32

(3) 91 96 88 120 127 124 128 124 124 130

２． 81 76 72 67 61 56 42 39 37 34

(1) 81 76 72 67 61 56 42 39 37 34

(2)

(D) 441 414 399 386 414 373 362 359 358 363

(C)-(D) (E) 79 86 116 104 92 98 101 97 90 78

(F)

(G) 1 4 1 3

(F)-(G) (H) -1 -4 -1 -3

78 82 115 101 92 98 101 97 90 78

(I) 12

(J) 656 706 786 860 871 764 827 858 885 900

8 18 15 33 23 20 20 20 20 20

(K) 53 59 70 59 39 45 46 47 48 49

34 38 40 28 15 20 20 20 20 20

(L)
( I )
(A)-(B)
(L)
(A)-(B)

(M)

(A)-(B) (N) 514 498 513 489 503 465 458 450 443 436
資 金 不 足 比 率

×100

((M)／(N)×100)

）

材 料 費

そ の 他

地方財政法施行令第19条第１項により算定した
資金の不足額

累 積 欠 損 金 比 率 （

不 良 債 務

う ち 一 時 借 入 金

流 動 資 産

流 動 負 債

営 業 費 用

職 員 給 与 費

特 別 損 益

減 価 償 却 費 等

営 業 外 費 用

経 常 損 益

そ の 他

う ち 未 払 金

基 本 給

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出

収 入 計

不 良 債 務 比 率 （

支 出 計

そ の 他 補 助 金

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

退 職 手 当

そ の 他

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

収

益

的

収

支

）×100

経 費

支 払 利 息

そ の 他

う ち 未 収 金

特 別 利 益

特 別 損 失

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

動 力 費

修 繕 費



（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． 36

２．

３．

４． 1 1 3 2 1 2 1

５．

６． 5 1

７．

８． 20 7 7 26 32 16 42 7 5

９．

(A) 21 12 8 27 68 19 44 8 7 1

(B)

(A)-(B) (C) 21 12 8 27 68 19 44 8 7 1

１． 74 86 81 93 139 131 157 147 150 153

7 7 7 7 7 7 7 7 7

２． 78 80 82 83 118 223 55 58 60 55

３．

４．

５．

(D) 152 166 163 176 257 354 212 205 210 208

 (D)-(C) (E) 131 154 155 149 189 335 168 197 203 207

１． 49 71 70 81 124 259 108 133 136 145

２． 78 80 82 65 60 70 55 57 60 55

３．

４． 4 3 3 3 5 6 5 7 7 7

(F) 131 154 155 149 189 335 168 197 203 207

223 233 233 283 324 346 390 434 470 506

1,525 1,445 1,363 1,280 1,198 975 920 862 802 747

1,525 1,445 1,363 1,280 1,198 975 920 862 802 747

（２）他会計繰入金
年　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 3 2 1 2 1

1 1 3 2 1 2 1

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

他 会 計 補 助 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

そ の 他

そ の 他

純 計

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の
財源充当額

（単位：百万円）

企 業 債 現 在 高

うち建設改良費・準建設改良費に係るもの

資本的収入額が資本的支出額に不足する額

補

て

ん

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

他 会 計 出 資 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

他 会 計 負 担 金

企 業 債

他 会 計 借 入 金

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

建 設 改 良 費
資

本

的

支

出
計

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

計

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

(E)-(F)補 て ん 財 源 不 足 額

積 立 金 現 在 高

う ち そ の 他 に 係 る も の

うち料金収入に計上すべき繰入等



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

資金不足比率 (％) (再掲)

料金回収率※ (％) 113.5 115.9 118.6 121.6 111.1 121.1 122.7 121.5 119.9 116.1

総収支比率（法適用） (％) 117.7 119.5 128.7 126.0 122.2 126.4 128.0 126.9 125.2 121.4

経常収支比率（法適用） (％) 117.9 120.7 129.0 126.8 122.3 126.4 128.0 126.9 125.3 121.4

営業収支比率（法適用） (％) 142.5 147.6 156.6 153.1 142.6 146.8 143.2 141.0 138.1 132.5

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲)

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲)

(％) (再掲)

(％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

うち基準内繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

うち基準外繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(％) 3.4 2.3 10.0 0.7 0.4 14.9 3.8 12.5 23.5 100.0

うち基準内繰入金 (％) 3.4 2.3 10.0 0.7 0.4 14.9 3.8 12.5 23.5 100.0

うち基準外繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

(単位：％)

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比
率
資本的収入分

収益的収入分



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）条件項目

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

　料金設定の考え方：「料金は、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な経営を確保することができ
るものでなければならない。」という水道法及び地方公営企業法の本旨に基づき、水道事業者として可能な限りの経費節減等の経営合
理化に取り組み、できる限り低廉な価格でサービスを提供する必要があります。料金設定にあたっては、他人資本に頼らない健全経営
を行うために、必要な建設改良を行い得るだけの利益幅を確保する必要があるものであり、具体的には、総括原価により料金算定期間
に係る原価を見込む必要があると考えています。
　料金水準に対する考え方：本市の料金回収率は、121.6％(H17)、110.9％(H18)で、類似団体の100.0％(H17 D6区分）、全国平均の
98.5％(H17)を上回っており、適正であると考えています。しかしながら、本市の給水収益は、近年、非常な勢いで減少しており、こ
のままの勢いで収益減が進むと、今後数年の内にも100％を切る可能性があります。23年度までは利益を計上できる見込みですが、後
期中長期財政計画(H24～H28)の期間内にも料金改定を検討する必要が生じる可能性があります。しかしながら、料金引上げという手段
は、経営努力による費用削減が万策尽きた場合の最終段階にあるということを念頭において、水質基準･施設基準の確保とサービスの向
上を図りながら、さらなる費用削減への努力によって今後の収益減を乗り切っていかなければならないと考えています。
　料金収入の見込み：14年度から18年度までの平均逓減率（上水道1.68％、簡易水道0.88％）に基づき、毎年度同率で給水収益が減少
していくものとみて算定しました。

　基本的に決算ベースで策定しています。
・人件費については、第２次中長期計画当初（平成19年度）に達成した１名（6.25％）削減後の15名体制で23年度まで事業運営を行う
予定で算定しました。なお、給料、期末勤勉手当、法定福利費及び退職給与引当金繰入額について、毎年度、昇給率見込値2.0％の上昇
を見込んでいます。
・変動費のうち薬品費については、配水量予定量の推移を反映させ、動力費については、基本料金相当額を4割とみなし、残額について
配水予定量に連動するよう算定しました。
・その他の経費のうち経常的経費については、19年度予算額を基礎に、14年度から18年度までの5年間に係る費目別の対予算執行率を
乗じて決算見込額を算定し、電算リプレース費用等の特例的な支出額を加味して計上しています。

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

　繰出基準に基づき、基準内繰入金のみを繰り入れる予定です。基準外繰入金は、これまでも受け入れていませんが、今後も受け入れ
ることはありません。
　収支見通しの策定にあたっては、収益的収入については、他会計負担金として消火栓維持管理費を、他会計補助金として児童手当繰
入金を、19年度予算計上額の水準で推移したとして計上しています。また、資本的収入については、消火栓設置費等負担金を、配水管
整備5ヵ年計画に基づいて必要額だけ計上しています。

　第２次中長期計画（平成19年度から23年度まで）の施設整備5ヵ年計画、配水管更新5ヵ年計画及びメーター整備5ヵ年計画に基づい
て計上しています。今後、建設改良予定箇所が大口径管であることと、耐震化を推進する必要があることから、老朽管の更新工事（耐
震化、不断水工法）及び下水道工事に伴う移設工事を毎年度1億2千万円程度の規模で予定しており、施設整備費を加えた建設改良費で
は、第１次中長期計画実績の1.5倍強の支出を見込んでいます。
　なお、現在遊休固定資産を有していないため、売却等の収入見込みはありません。



Ⅳ　経営健全化に関する施策

項　　　　目 具　体　的　内　容

課題①対応　定員管理の合理化
　本市は、集中改革プランは策定しておりませんが、それに代わるものとして、水俣市水道事業経営方針及び中長期計画「みなまた・水・品質向上
計画」を策定しています。本計画において、18名から16名に、2名の人員削減(削減率11.1％)を計画し、計画初年度に達成しています。また、第２次
中長期計画において、16名から15名に、1名の人員削減（削減率6.3％)を計画し、同様に計画初年度に達成しています。
　職員数の削減については、これまで様々な改革を実施し、ある程度の成果をあげてきましたが、過疎化・少子高齢化の進行による給水人口のさ
らなる減少が見込まれる中、事業規模に見合った職員数とするため、科学的手法による事務量分析に基づく適正配置数の検討（平成19年度から
実施予定）や、他部局(下水道事業等）との組織統合によるスケールメリットの検討を実施していく予定です。

１　行革推進法を上回る職員数の純減や人件
　費の総額の削減

○　地方公務員の職員数の純減の状況

◇　国家公務員の給与構造改革を踏
　まえた給与構造の見直し、地域手
　当のあり方

④　災害等応急作業手当…風雨に関する警報発令下における水道施設又は現場での巡回監視又は応急作業等、勤務時間外における突発的に
発生した水道施設及び給水装置の緊急補修又は施設及び水質の維持管理業務に従事した職員に対し、1日につき600円支給。（必要性：著しく危
険を伴い、緊急即応性が要求される等相当困難な業務であるため）
⑤　水道技術管理者手当…水道法第19条の規定に基づき水道技術管理者に任命され、同条第2項に掲げる業務に従事した職員に対し、1月につ
き3,000円支給。（必要性：水道技術管理者は重責を担い、相当高度で困難な業務に携わるため）
⑥　非常時等待機手当…休日及び時間外における施設及び水質の異常発生等に対応するため、非常通報装置の携帯及び待機を命じられた職員
に対し、平日1日につき200円、市の休日1日につき300円支給。（必要性：長期間にわたる私生活の制約等著しく特殊であるため）
⑦　用地交渉従事手当…公共事業の施行に伴う用地の取得又は物権移転に係る補償等の業務に従事した職員に対し、1日につき400円支給。（必
要性：相当高度で専門的な知識を要する特殊な業務であるため）

○　給与のあり方

　水俣市水道事業は、長く29名から30名の職員数で事業を運営してきましたが、受託工事の廃止、検針業務の外部委託、管理者設置の廃止、水
道料金システム・事業会計システムの導入等による事務合理化等、諸改革を実施し、平成13年度までに18名に削減しました。
　さらに、機構改革（局分課制から局係(グループ)制への移行）を実施して、第1次中長期計画初年度（平成14年度)に2名（11.1％）、第2次中長期計
画初年度（平成19年度)に1名（6.3％）の純減を達成し、また、常態化していたにかかわらず定数に数えられることのなかった非常勤一般職の雇用も
廃止し、総員15名の体制としています。

　一般会計(国）に準じて給与改定・制度改正等を行っており、水道事業独自の給与体系は有しておりません。他事業と比較しても、基本給・手当と
もに平均年齢・平均勤続年数を考慮すればむしろ低いといえる水準にあります（平成18年度水俣市水道事業平均基本給350,253円、手当167,703
円、平均年齢45歳、平均勤続年数24歳に対し、平成17年度同規模団体全国平均基本給351,494円、手当174,211円、平均年齢44歳、平均勤続年
数20年）。
　[特殊勤務手当の内容、必要性、検討状況等]
　水俣市水道事業では、精勤、奨励給的性格の一律支給手当である業務手当（給料の5％の額）を平成13年12月から3％に削減、平成17年4月に
完全廃止し、併せて勤務の特殊性及び勤務実態に応じた従事給（日額給）への再編整備を行いました。さらに平成19年4月、勤務の特殊性に問題
を認めた現金取扱手当及び施設勤務手当を廃止し、その他の手当についても支給対象業務、額の妥当性等について抜本的な見直しを行いまし
た。検討にあたっては、国及び他事業体における取組や支給状況を把握して比較検討するとともに、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務で
あり、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるかどうかを基準とし、勤務実績に基づく適正
な制度となるよう取り組みました。今後もこれに止まらず、改正後の支給実態が制度の趣旨に沿うものであるかどうか、国及び他事業体との均衡を
考慮しながら、再度の検討を行っていく必要があるものと考えています。
現行の特殊勤務手当は次のとおりです。
①　未収金対策手当…料金等未収金対策のため、局外における滞納債権の徴収、給水停止処分対象者に係る滞納債権の徴収及び分納誓約書
による納入指導に従事した職員対し、1件につき100円支給。（必要性：専門的かつ相当高度な知識を必要とする特殊な業務であるため）
②　停水処分手当…水俣市水道条例第34条の規定による給水停止又は解除に直接従事した職員に対し、停止1件につき200円、解除1件につき
100円支給。（必要性：精神的に相当の負担を伴う特殊な業務であり、場合によっては危険を伴うため）
③　危険手当…高圧受電設備等の保守管理作業及び滅菌用薬品等の危険物を使用する業務、高所・悪所等の危険箇所、夜間・雨天時等におけ
る現場での業務、交通を遮断しない状況下での道路上の作業、水道施設の弁操作や酸素欠乏の恐れのある場所での作業に従事した職員につい
て、1日につき300円支給。（必要性：業務内容、環境等により著しく危険であるため）

　一般会計(国）に準じて給与構造改革を実施しております。また、地域手当についても、一般会計(国）に準じております。



項　　　　目 具　体　的　内　容

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用

３　コスト等に見合った適正な料金水準への
　引上げ、売却可能資産の処分等による歳入
　の確保

○　料金水準が著しく低い団体にあって
　は、コスト等に見合った適正な料金水
　準への引き上げに向けた取組

４　経営健全化や財務状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

◇　退職時特昇等退職手当のあり方

◇　福利厚生事業のあり方

２　物件費の削減、指定管理者制度の活用等
　民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　維持管理費等の縮減その他経営効率
　化に向けた取組

課題②対応　サービス供給コストの節減合理化
　サービス供給コストの節減合理化策については、予算担当係から一律の削減目標と設定せず、経営基本戦略検討プロジェクトの中で、プロジェク
ト委員を中心に、自主的・自律的に、全費目を対象に、削減の可能性を検討・工夫していく体制をとっており、第1次中長期計画においては、最終年
度(H18)の経費は、初年度(H14)比で15.6％減少しています。今後も、現方針を維持し、さらなる削減の可能性を検討していく予定です。なお、収益
的収支の「その他」の経費計上額が年度によって上下しているのは、現在再リースにより運用している電算システムのリプレースに係る経費を計上
しているためです。
　なお、水道法第24条の3第1項の規定に基づく第三者委託については、本市が県境に位置する小都市であること等により、委託の受け皿となる企
業がない状況にあります。また、単に外部委託したからといって、１社による独占状態が続き、費用削減効果がみられないこととなると意味がない
ため、慎重に検討する必要があるものと考えています。

◇　技能労務職員に相当する職種に
　従事する職員等の給与のあり方

　該当ありません。

　現在予定しておりません。

　現在、中長期財政計画の進捗状況及び予算・決算情報については、ホームページ上で公開しています。
　行政評価については、中長期計画の達成状況について、自己評価による政策評価を実施しています。
　なお、本経営健全化計画については、平成19年12月議会において水俣市議会（産業建設委員会）に報告後、ホームページ上で公表します。

課題③対応　料金体系の検討
　水俣市水道事業は、料金回収率は100％以上の水準を維持し、また、資本費の回収余地も十分で、水道事業全体としてみると、現在の料金水準
は適正なレベルにありますが、上水道と簡易水道とで異なる料金設定をしていることによる料金格差の問題を是正する必要があります。
　簡易水道料金の設定変更は早急な検討課題ですが、一方、上水道給水収益が年々非常な勢いで減少し続けており、今後、費用削減幅で収益減
少幅を吸収できなくなったときには、現在の用途別料金体系が現状に即して、また、将来の給水予測に対して適切かという点を含め、抜本的に料
金体系を検討する必要が生じます。
　第２次中長期計画の前期財政計画期間（平成19～23年度）においては、黒字経営を継続できる目算です。なお、後期財政計画策定にあたって
は、給水収益減少の状況によっては、料金改定の必要性を論じる必要が生じる可能性があると考えています。

第１次中長期計画において実施した主な削減策
①公用車の削減及び全公用車の軽自動車への計画的変更　②電力契約見直し等による動力費等の施設維持管理費の削減　③委託業務形態の
見直し（検針業務委託を法人委託から個人委託に変更。集金委託を廃止し、給水サービス担当部門の分掌事務に）④入札事務の管理課（市長部
局）への統合及び委託業務、物品購入契約事務の適正化（随意契約から競争契約への見直し）⑤修繕引当金の活用による修繕費の年度間平準
化の達成
第２次中長期計画において実施予定の主な削減策
①一般競争入札の導入　②設計ＶＥの徹底　③下水道工事とのアロケーション合併等による建設改良工事費等の削減

　水俣市水道事業では、退職手当についても、一般会計(国）に準じた制度をとっており、退職時特昇は行っておりません。

　水俣市水道事業では、検針、受託工事等を直営で行っておらず、単純労務作業のみに従事する技能労務職員に相当する職種はありません。

　水俣市では、平成18年度末をもって1/2公費負担を受けて運用されていた「水俣市職員共済組合」を解散し、現在は、公費負担を受けず、職員の
掛金からのみ運用される「職員互助会」が福利厚生事業の実施主体となっており、水道事業職員も加入しています。
　厚生福利費の支出は、職員健康診断、人間ドック一部負担等に限っており、水道事業が独自で主催実施する福利厚生事業はありません。



項　　　　目 具　体　的　内　容

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱに付した

　　　課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　上記に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については、「Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標等」にその改善額を記入すること。

　　　なお、当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減など）については、当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

○　経営健全化や財務状況に関する情報
　公開

○　行政評価の導入

５　その他

　水俣市水道事業では、基本的に、公開可能な財務情報（「みなまた・水・品質向上計画（水俣市水道事業経営基本方針及び中長期計画）」、予算
書、決算書及び経営分析）は全て、ホームページ上で公開しています。

　第１次中長期計画においては、毎年度ローリングという形で、対計画比率等の数値は算出していましたが、内容評価としては、計画期間終了時に
全期間（平成14～18年度）に係る、自己評価による政策評価を実施しました。
　第２次中長期計画に際しては、計画期間内に、計画の進捗状況をもっとわかりやすいかたちで確認するためにも、毎年度評価を行い、計画期間
終了時には、年度評価を踏まえて全期間の評価を総括するようにする必要があります。

課題④対応　未収金対策の強化
　未収金対策の強化策としては、お客様がご利用しやすい収納体制を構築するとともに、回収不能債権の発生を抑え、未収金回転率を向上させる
施策を講じる必要があります。
　水俣市では、郵便局での窓口収納及びコンビニ収納を開始して利便性を高めるとともに、停水処分等の債権保全手段を厳格に実施するというこ
とを進めてきました。今後は、クレジット決済制度の導入検討、口座振替収納債権に係る割引制度の導入等、費用対効果を考慮して、最も合理的
な収納制度の構築を図るとともに、お客様の生活状況を正確に見極めたうえでの納入指導及び停水処分等債権保全手段の執行等をさらに厳格に
実施していく予定です。
課題⑤対応　一般会計からの基準内繰入金の受入れ
　水俣市水道事業では、消火栓設置費及び維持管理費用を除く費用については、繰出基準額を計上しても、一般会計からの繰出金を収受してき
ませんでしたが、財政当局と協議を行い、平成18年度から、繰出基準に基づく経費について、もれなく受け入れることとしました。具体的には、児童
手当繰入金の受入れを開始しました。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果
１　主な課題と取組み及び目標

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標等　　※ 次頁以下（１）から（５）までの各事業別様式を参考に、以下の考え方に沿って策定すること。

（各事業共通留意事項）

　１．次頁以下の各事業別様式は、「年度別目標」を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり、２に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく、各団体の各事業の

　　状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること。

　２．各事業別様式は参考例示ではあるが、各様式中の「目標又は実績」欄の項目のうち、職員数、行政管理経費（人件費、物件費、維持補修費等）に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は、年度別

　　目標策定に際して必須項目とされているので漏れがないよう留意すること。なお、これらの項目のうち、職員数、行政管理経費については、各団体(事業)の取組状況に応じて、適宜、細分化（例：職員数→職種別

　　に区分、正職員と臨時職員とを分離計上等）することは差し支えないこと。

　３．「目標又は実績」欄の項目中、「職員数」については、前年度との比較によりその増減数を各年度の「増減数」欄に計上するとともに、計画期間中の「増減数」の合計は「計画合計」欄に計上し、計画前５年間

　　の「増減数」の合計は「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　４．「目標又は実績」欄の項目の見直し施策実施に係る「改善額」は、原則として、当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後も継続するものとして、その後の各年度の改善額

　　を計上すること。

　５．４による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目（資産売却益、工事コスト縮減等）については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」

　　欄に計上すること。またその場合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　６．計画期間中に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上すること。また、計画前５年間に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画前５年間実績」欄に

　　計上すること。

　７．「改善額　合計」欄及び「計画前５年間改善額　合計」欄には、それぞれの期間に係る人件費（退職手当以外の職員給与費）その他改善額を計上することが可能なものの合計（「計画合計」及び「計画前５年間

　　実績」それぞれの合計）を記入すること。その際、同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること。

　８．「(参考) 補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５ 繰上償還希望額等」に記入した「旧資金

　　運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　９．以上の他、各事業別様式において、記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示（留意事項）に従うこと。

　10．必要に応じて行を追加して記入すること。

課題③対応　料金体系の検討
　簡易水道料金の検討を早急に行う必要がありますが、給水戸数91戸、給水収益3百万円弱の規模であり、料金を改正しても、事業収益の改善に資することとはならず、公平性
の確保が主な目的となります。
課題④対応　未収金対策の強化
　平成19年度に「水俣市水道事業給水停止事務取扱規程を一部改正し、債権管理のさらなる徹底と厳格化を図りました。長引く地方経済の低迷等に伴い滞納債権･自己破産事例
が増加している状況下、どの程度の効果を得られるか、まだ現時点では、数値化した効果を厳密に計れておりません。

課　題

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等

３　一般会計等からの基準外繰出しの解消等

４　その他

取　組　み　及　び　目　標

課題①対応　定員管理の合理化
・職員数の純減（H14 2名減 削減率11.1％、H19 1名減 削減率6.3％）による人件費削減
・特殊勤務手当の改正による人件費削減
・一般職非常勤職員の削減による人件費削減
※人件費削減額は、給料、管理職手当、期末勤勉手当及び法定福利費の合計額の対削減前年度差額を計上しました。
※平成18年度に中途退職者1名（8月末日付）、休職に伴う異動者1名（3月1日付）が発生し、欠員不補充であったため、年度末現在職員数は2名減員となりましたが、定員管理
による計画的削減ではなかったため、平成18年度については削減効果を計上しておりません。また、平成19年度以降の削減効果については、前年度（平成18年度）決算額は中
途退職者等による偶発的な人員減効果が生じているため、平成17年度との差額により算出しました。

課題②対応　サービス供給コストの節減合理化
　経営効率化を目指して、次の経費削減策を実施しました。なお、契約事務の適正化については、随意契約要件に合致しないものは必ず入札を行うよう改善しましたが、指名競
争入札においては、経費削減効果がみられないため、今後、一般競争入札の導入等、さらなる改善が必要であると考えております。
・公用車の削減及び全公用車の軽自動車への計画的変更　…修繕費（車検費用）、公課費（重量税）の削減
・電力契約見直し及びコンデンサ設置による力率改善　…動力費の削減
・委託契約（検針、集金）見直し　…委託料の削減
・契約事務の適正化（随意契約から競争契約への見直し）　…削減効果確認できず。

課題⑤対応　一般会計からの基準内繰入金の受入れ
・平成18年度から、児童手当繰入金の受入れを開始しました。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
２　年度別目標等
（１）水道事業
　　①　年度別目標 （単位：百万円、％）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

課題③ -2.6

 改善額（料金の適正化）※１

課題④

 改 善 額

課題⑤ 1

 改 善 額（負担金の確保等） 1 1

 改 善 額（収入増額）

 改 善 額

126 109 111 108 106 102 104 106 108 110

11 11 11 13 13 59 4 4 4 4 4 20

 改 善 額

課題①

 改 善 額 11 11 11 13 13 59 4 4 4 4 4 20

57 49 42 16 47 18 16 17 17 17

16 16 16 16 14 15 15 15 15 15

-2 -2 -3 1 1

課題② 79 79 82 75 73 73 72 73 72 72

 改 善 額（適正化） 3 4 7

 改 善 額（縮減額）

課題① 4 3 0 0 0

 改 善 額 4 4 4 12

1,525 1,445 1,363 1,280 1,198 975 920 862 802 747

-78 -80 -82 -83 -82 -223 -55 -58 -60 -55

　注１　「課題」欄については、「１　主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。 79 20

17

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

②　経営状況
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

 給水人口　　　　　（千人） 25,878 25,711 25,322 25,149 24,747 24,337 24,052 23,771 23,492 23,208

 年間総有収水量　　（千㎥） 3,507 3,455 3,430 3,403 3,322 3,266 3,213 3,161 3,111 3,061

 公称施設能力　　（㎥／日） 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

 １日最大配水量　（㎥／日） 13,640 12,801 13,031 12,643 13,342 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100

 最大稼働率　　　　（％） 65.0 61.0 62.1 60.2 63.5 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4

 供給単価　　　　（円／㎥） 142.8 138.8 137.9 138.1 138.0 137.8 137.7 137.7 137.6 137.5

 給水原価　　　　（円／㎥） 125.9 119.8 116.4 113.5 124.4 114.1 112.6 113.6 115.1 118.7

③　簡易水道事業の統合に係る基本方針
　注　「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。

　水俣市では、平成19年9月に「水俣市簡易水道組合統合計画策定プロジェクト」を設置し、平成21年度までに水道事業の将来給水区域拡張計画を含めた、非公営簡易水道事業等の統合計画を策定する予定です。
　なお、現在、水道事業は上水道事業と簡易水道事業(事業数１）を経営しておりますが、簡易水道区域が飛び地となっているため、地理的な統合は、間に存在する非公営簡易水道組合等の統合と併せて検討する必要があります。

 増 減 数          (人)

　職員給与費（退職手当）

その他(一般職非常勤職員削減)

工事コスト※２

維持管理費等

　　２　※１「改善額（料金の適正化）」については、「料金改定に伴う料金増収額」を記入すること。
　　　　※２「工事コスト」については、工法の見直し等による建設コストの縮減（建設改良費の抑制は除く。）を記入すること。
　　３　改善額の算出方法については、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　改 善 額　　合　計

（参考）補償金免除額

給与水準

職員給与費の適正化

職員数             (人)

その他（職員数削減等）

計画前５年間改善額　合計

一般会計負担金の額

計画合計目標又は実績
計画前５年間
実　績

【経費の削減】

　職員給与費（退職手当以外）

 改 善 額

資産の有効活用

その他（　　　　　　）

未収金の徴収対策

料金改定率

課　題

【収入の確保】

企業債現在高

累積欠損金比率

増　減

増　減


